
一
頁

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
及
び
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
政

令
案
要
綱

第
一

児
童
手
当
法
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
の
技
術
的
読
替
え
（
第
一
条
関
係
）

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
及
び
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
整
備
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定

に
よ
る
改
正
後
の
児
童
手
当
法
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
の
技
術
的
読
替
え
を
定
め
る
こ
と
と
す
る
。

第
二

児
童
福
祉
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
関
係
（
第
二
条
か
ら
第
四
条
ま
で
関
係
）

一

整
備
法
に
よ
る
改
正
後
の
児
童
福
祉
法
（
以
下
「
新
児
童
福
祉
法
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
保
育
所
の
認
可
の
要
件
に

関
し
て
、
必
要
な
経
過
措
置
を
設
け
る
こ
と
と
す
る
。

二

新
児
童
福
祉
法
の
施
行
前
に
、
必
要
な
条
例
の
制
定
等
の
準
備
行
為
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
旨
の
経
過
措
置
を
設
け
る

こ
と
と
す
る
。

三

条
例
の
制
定
施
行
ま
で
の
間
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
等
の
基
準
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
を



二

頁

条
例
で
定
め
る
基
準
と
み
な
す
旨
の
経
過
措
置
を
設
け
る
こ
と
と
す
る
。

第
三

社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
関
係
（
第
五
条
か
ら
第
七
条
ま
で
関
係
）

一

第
五
条
か
ら
第
七
条
ま
で
で
用
い
る
用
語
に
つ
い
て
、
定
義
規
定
を
設
け
る
こ
と
と
す
る
。

二

社
会
福
祉
法
人
が
経
営
す
る
保
育
所
等
の
業
務
に
従
事
し
て
い
た
者
を
使
用
す
る
学
校
法
人
が
締
結
す
る
共
済
契
約
に

関
し
て
、
必
要
な
経
過
措
置
を
設
け
る
こ
と
と
す
る
。

三

学
校
法
人
が
経
営
す
る
保
育
所
等
の
業
務
に
従
事
し
て
い
た
者
を
使
用
す
る
社
会
福
祉
法
人
が
締
結
す
る
共
済
契
約
に

関
し
て
、
必
要
な
経
過
措
置
を
設
け
る
こ
と
と
す
る
。

第
四

施
行
期
日

こ
の
政
令
は
、
整
備
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
の
二
及
び
第
三
は
公
布
の
日
か
ら

施
行
す
る
こ
と
と
す
る
。
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